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歯科材料（09）歯科用研削材料 

歯科技工用ダイヤモンド研削材 JMDNコード：70902000 

デュアルダイヤモンドポイント 
 

 

【禁忌・禁止】 
<使用方法> 

(1) 使用前に傷やバリ、破損、芯ブレなどの異常がないか確認す

ること。 
(2) オ－トクレ－ブ・ケミクレ－ブは、錆の原因となるため使用

しないこと。 

(3) 使用前に必ず器具がしっかりと装着されているかを確認す
ること。 

(4) 回転数は 30,000r.p.m 以下で行うこと。 

(5) 切削時に過剰な力を加えないこと。破折やチッピングの原因
となります 

 

 
【形状・構造及び原理等】 

本品の材質は、ステンレス鋼である。 

 

品 名 外観図 
切削部最大

直径 

＃１Ａ 
 

φ1.2㎜ 

＃１ 
 

φ2.0㎜ 

＃２Ａ 
 

φ3.1㎜ 

＃２ 
 

φ4.8㎜ 

＃３ 
 

φ6.0㎜ 

  
       品 名                包装 

○デュアルダイヤモンドポイント ＃１Ａ      １本入 

○デュアルタイヤモンドポイント ＃１       １本入 
○デュアルダイヤモンドポイント ＃２Ａ      １本入 

○デュアルダイヤモンドポイント ＃２       １本入 

○デュアルダイヤモンドポイント ＃３       １本入 
○デュアルダイヤモンドポイント アソート 

             ＃１，＃２，＃３  各１本入 

 
<原理等> 

本品は、ハンドピースに装着し、回転させて使用する。 

 
【使用目的又は効果】 

〈使用目的〉 

○ 石膏作業模型の形成及びトリミング。 
〈効果〉 

○ 石膏作業模型のマージン部等をトリミングする。 

 
【使用方法等】 

<使用方法> 

(1) 技工用マイクロモーターに本品を装着する。 
(2) 本品にて、石膏作業模型マージン部の形成を通法により行う。

回転数は、１分間に３０,０００回転以下にて使用する。 

 
【使用上の注意】 

(1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

(2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありま 
 すのでご了承ください。 

(3) 本品は、刃物であるため取り扱いには充分注意すること。 
(4) 折損・曲がりなどの原因になり得るので使用時に必要以上

の力を加えないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

<保管方法> 

(1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこ
と。 

(2) 湿度が低く、清潔な場所に保管すること。 

(3) 錆が発生したり、劣化した恐れのある製品は廃棄し、使用
しないこと。 

(4) 金属たわし等は、器具の表面が損傷するので器具清掃時に使

用しないこと。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 
株式会社 デンテック 

〒174-0053 東京都板橋区清水町 ５３－５ 

TEL：03-3964-2011 
FAX：03-3962-5624 

一般医療機器 
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